
確認・検査の申請手数料 
R７.４.１以降 

 

対象：京都府の建築主事へ建築基準法に基づく確認、検査申請（国等に係るものを含む。）されるもの 

単位：円  

建築物 

※１ 

床面積の合計（Ａ）※２ 

確認申請※３ 

中間検査申請 

構造計算書 

添付なし 構造計算書 

添付有り 壁量計算書 

添付有り 

壁量計算書 

添付無し 
  Ａ ≦ 30 ㎡ 17,000 9,840 19,680 17,130 

30 ㎡ ＜ Ａ ≦ 100 ㎡ 54,120  32,830 60,330 37,480 
100 ㎡ ＜ Ａ ≦ 200 ㎡ 62,600  41,440 69,650 41,760 
200 ㎡ ＜ Ａ ≦ 300 ㎡ 84,420 68,950 94,090  59,970 
300 ㎡ ＜ Ａ ≦ 500 ㎡  
500 ㎡ ＜ Ａ ≦ 1,000 ㎡ 166,540 111,380 

1,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 2,000 ㎡ 227,430 176,710 
2,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 5,000 ㎡ 405,930  247,400 
5,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 10,000 ㎡ 541,350 287,020 

10,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 50,000 ㎡ 722,320 463,740 
50,000 ㎡ ＜ Ａ   1,162,740 810,740 

建築設備 24,630 ― 

工作物 39,620 ― 

 

建築物 

※１ 

床面積の合計（Ａ）※２ 
完了検査申請※４ 

中間検査あり 中間検査なし 

  Ａ ≦ 30 ㎡ 17,130  19,270  
30 ㎡ ＜ Ａ ≦ 100 ㎡ 38,550  39,620  

100 ㎡ ＜ Ａ ≦ 200 ㎡ 43,910  44,980  
200 ㎡ ＜ Ａ ≦ 500 ㎡ 69,610  71,750  
500 ㎡ ＜ Ａ ≦ 1,000 ㎡ 126,370 128,520  

1,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 2,000 ㎡ 180,990  191,700  
2,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 5,000 ㎡ 281,670  292,380 
5,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 10,000 ㎡ 400,550 411,260 

10,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 50,000 ㎡ 501,220 511,930 
50,000 ㎡ ＜ Ａ   945,690 956,400 

建築設備 ― 33,200  
工作物 ― 40,690  

計画変更の手数料については、申請窓口にお問い合わせください。 
 
※１ 建築物を建築、大規模修繕・模様替、用途変更する場合 
※２ 既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあっては、当該増築する部分の床面積に既存の

建築物の床面積の２分の１を加えた床面積となります。（R 元.6.26 改正） 
※３ 建築基準法第６条の３第１項ただし書に規定する建築主事の審査（ルート２審査）を要するものについては、確認手数料

に別途審査手数料の加算があります。（H27.6.1 改正） 
※４ 建築物省エネ法第１１条第１項に規定する特定建築行為がある場合（建築物エネルギー消費性能適合性判定対象建

築物）は、完了検査手数料に別途検査手数料の加算があります。（H29.4.1 改正） 



 

 

 

 

 

◆建築基準法第６条の３第１項ただし書に規定する建築主事の審査（ルート２審査）手数料 

                                                単位：円 

床面積（Ａ） ※４ ルート２審査手数料 

  Ａ ≦ 200 ㎡ 125,410 
200 ㎡ ＜ Ａ ≦ 500 ㎡ 149,940 
500 ㎡ ＜ Ａ ≦ 1,000 ㎡ 174,350 

1,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 2,000 ㎡ 198,880 
2,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 10,000 ㎡ 237,640 

10,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 50,000 ㎡ 315,610 
50,000 ㎡ ＜ Ａ   579,720 

※４ ２以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみ

で接している建築物の当該部分は、それぞれ別の建築物とみなす。 

 

 

 

◆省エネ基準への適合性を仕様基準に基づき評価する場合の加算手数料 
                                                   単位：円     

対象 床面積（Ａ） の合計※５ 加算手数料 

住

宅 

戸建て住宅 
  Ａ ≦ 200 ㎡ 20,800 

200 ㎡ ＜ Ａ   21,840 

共同住宅

等 

  Ａ ≦ 300 ㎡ 38,490 
300 ㎡ ＜ Ａ ≦ 2,000 ㎡ 66,580 

2,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 5,000 ㎡ 119,640 
5,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 10,000 ㎡ 181,020 

10,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 25,000 ㎡ 321,480 
25,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 50,000 ㎡ 547,250 
50,000 ㎡ ＜ Ａ   963,410 

                                       
     ※５ 仕様基準に基づき評価する建築物の床面積の合計 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

◆建築物省エネ法第１１条第１項に規定する要確認特定建築行為がある場合（建築物エネル

ギー消費性能適合性判定対象建築物）の完了検査の加算手数料 
                                                  単位：円 

対象 床面積の合計（Ａ） ※６ 加算手数料 

住

宅 

戸建て住宅 
  Ａ ≦ 200 ㎡ 8,320 

200 ㎡ ＜ Ａ   9,360 

共同住宅

等 

  Ａ ≦ 300 ㎡ 16,640 
300 ㎡ ＜ Ａ ≦ 2,000 ㎡ 29,130 

2,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 5,000 ㎡ 53,060 
5,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 10,000 ㎡ 81,150 

10,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 25,000 ㎡ 144,610 
25,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 50,000 ㎡ 245,530 
50,000 ㎡ ＜ Ａ   432,800 

 

 

対象 床面積の合計（Ａ） ※６ 
省エネ加算手数料 

工場等以外 工場等※７ 

非住宅 

  Ａ ≦ 300 ㎡ 44,730 9,360 
300 ㎡ ＜ Ａ ≦ 1,000 ㎡ 57,220 13,520 

1,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 2,000 ㎡ 75,940 19,760 
2,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 5,000 ㎡ 122,760 48,890 
5,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 10,000 ㎡ 160,220 74,900 

10,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 25,000 ㎡ 193,510 92,590 
25,000 ㎡ ＜ Ａ ≦ 50,000 ㎡ 226,800 114,440 
50,000 ㎡ ＜ Ａ   293,390 160,220 

 

※６ 建築物エネルギー消費性能適合性判定対象となる床面積の合計 

         ※７ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業省・国土交通省令第１号）

第 10 条第１項第１号に規定する用途のみに供する建築物をいいます。  

 
 

 

京都府 各土木事務所 建築住宅課 TEL 

乙 訓：075－931－2478、山城北：0774－62－2246、山城南：0774－72－9521 

南 丹：0771－62－0364、中丹東：0773－42－8785、中丹西：0773－22－5144 

丹 後：0772－22－2703 

京都府 建設交通部 建築指導課 建築基準係 TEL 075－414－5348 
 

http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/  
（京都府トップ＞組織で探す＞建設交通部建築指導課＞京都府の建築と指導） 

お問い合わせ先 


